
中山町開業支援事業補助金交付規程 

令和５年６月２８日 

告示第６３号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、開業しやすい環境づくりを推進することにより町の経済活性

化を図るため、新たに町内で開業する者が支払う開業に要する経費の一部に対し

補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則（昭和４０

年規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 法人等 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合 

⑵ 開業 次のいずれかに該当するもの 

イ 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９

条に規定する開業の届出等（以下「開業届等」という。）により、新たに事

業を開始するもの 

ロ 事業を営んでいない個人が新たに法人等を設立し、事業を開始するもの 

ハ 個人又は法人等が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新た

に日本標準産業分類の小分類以上が異なる事業を開始するもの 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、開業する

ための準備に係る事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。 

⑴ 町内に本店又は主たる事業所、支店、営業所等を設置するもの 

⑵ 開業する事業及び既に営んでいる事業がある場合は当該営んでいる事業が公

序良俗に反していないもの 

⑶ 宗教活動又は政治活動を目的とするものではないもの 

⑷ フランチャイズ加盟店又は大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）

に規定する大規模小売店舗に係る事業でないもの 

⑸ 町長が補助するにあたり適切と認めるもの 



（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のすべてに該当する者とする。ただし、過去にこの規程による補助金の交付を受

けた者を除く。 

⑴ 交付申請する年度の前年度の３月１１日から当該年度の３月１０日の間に開

業し、営業活動を開始又は事務所等を開設する者 

⑵ 町税等の滞納のない者 

⑶ 中山町暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第３項に規定する

暴力団員等でない者 

⑷ 開業する事業を町内で２年以上継続する意思のある者 

⑸ 町長が補助するにあたり適切と認める者 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、開業

準備に要する経費であって、営業活動を開始若しくは事務所等を開設した日又は

開業した年度の３月１０日のいずれか早い日までに支払が完了した経費のうち、

次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象者が消費税の納税

義務者の場合は、算出した額から消費税及び地方消費税の額を除いた額（国、県、

町又は他の団体等による他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。）とする。 

⑴ 開業に要する官公庁への申請等に係る書類作成・手続き等に要する経費 

⑵ 設備費、備品購入費 

⑶ 保険料 

⑷ 広報費 

⑸ その他町長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の５分の４に相当する額又は１５０万円のい

ずれか低い額に、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定める額を加算した額

とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、補助対象者が個人以外の

場合は、当該代表者により要件を確認するものとする。 

⑴ 補助対象者が交付申請する年度の４月１日以降に転入した場合 ２０万円 

⑵ 補助対象者が申請する前年度の３月３１日時点で３５歳未満である場合 １



０万円 

２ 前項により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金

等交付申請書に、次の書類を添付して申請するものとする。 

⑴ 開業計画書（様式第１号） 

⑵ 収支予算書（様式第２号） 

⑶ 見積書の写し又は金額を証明する書類 

⑷ 町税等納付状況確認同意書（様式第３号） 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

２ 前項に定める開業計画書の提出にあたっては、中山町商工会の経営指導員又は

金融機関の担当者等の商工関係団体の確認を受けること。 

（条件） 

第８条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変

更とする。 

⑴ 補助対象経費の１０分の２を超える増減 

⑵ 新たな事業の実施 

⑶ 補助金交付申請額の増額 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を

受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 中山町開業支援事業補助金変更（取下げ）承認申請書（様式第４号） 

⑵ 開業計画書（様式第１号） 

⑶ 収支予算書（様式第２号） 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査

し、変更を認めたときは、中山町開業支援事業補助金交付（変更・取下げ）承認

決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（補助金の交付決定等の通知） 

第９条 規則第８条及び第１０条第３項に規定する交付決定等の通知は、中山町開



業支援事業補助金交付（変更・取下げ）承認決定通知書（様式第５号）によるも

のとする。 

（補助金の概算払） 

第１０条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、中山町開業支援事業

補助金概算払請求書（様式第６号）を提出しなければならない。 

３ 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の１０分の６以内とする。 

（実績報告） 

第１１条 補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）が、補

助事業を完了したときは、実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付し、

補助事業の完了の日から３０日を経過する日又は補助事業が完了した翌年度の４

月末日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。 

⑴ 実績報告書（様式第７号） 

⑵ 収支決算書（様式第２号） 

⑶ 補助対象経費に係る領収書等の写し 

⑷ 補助事業の実施状況が分かる写真及び資料 

⑸ 開業したことを証明する書類 

⑹ その他町長が必要とする書類 

（補助金額の確定の通知） 

第１２条 町長は、規則第１５条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町開

業支援事業補助金確定通知書（様式第８号）によるものとする。 

（帳簿の備付等） 

第１３条 規則第２１条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。 

（不当利得の返還） 

第１４条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、

交付を行った補助金の返還を求めるものとする。 

（財産の管理） 

第１５条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産」という。）について、補助事業の完了後も善良な管理者の注意を



もって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳（様式第９号）を備え、

適切に管理しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１６条 取得財産（取得価格又は効用の増加額が１件５０万円以上の機械及び器

具）は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

２ 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書（様

式第１０号）に取得財産管理台帳（様式第９号）及び理由書を添えて町長に提出

しなければならない。 

３ 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金

額を町に納付させることができる。 

（雑則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（令和４年度中山町開業支援事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 令和４年度中山町開業支援事業補助金交付要綱（令和４年告示第６７号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前に令和４年度中山町開業支援事業補助金交付要綱第９

条により交付決定された補助金については、この要綱後も、なお従前の例による。 

  附 則（令和７年３月２６日告示第３５号） 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


